
伊江村住宅リフォーム支援事業
補助金のお知らせ

工事費の20％を補助します！

伊江村役場 建設課

伊江村では、住宅•建築関連産業を中心とした地域経済活性化を図るとともに、

住宅の改修•リフォーム•により村民が明るくイキイキと安心して快適な生活がで

きるよう村民の住宅リフォームを支援します！！

☎0980-49-3162

補助対象者 対象住宅

対象工事 補助金の額

申請期間

申請者が
住んでいる住宅

補助対象経費の20％に
相当する額（但し千円未満切り捨て）

※ 建築後1年を経過していない住宅は対象外と

　 なります。

※ 共同住宅の場合は、申請者の専有部分のみが

    対象となります。 

※ 対象は居住部分のみです。

    非居住部分（倉庫、車庫、門扉、ブロック塀等）は対象外となります。

※ 令和5年2月末日までに実績報告書の提出ができる工事

　 であることが条件となります。

※ 他の補助制度の互助を受けた工事は、原則対象外となります。

※ 補助金の額が30万円を超える場合は30万円が限度と

    なります。 

令和4年4月1日 ～ 令和5年1月31日

個人施工業者が行う
20万円以上の工事

村内に本社がある業者
または村内に住んでいる

借家もOK!借家もOK!
※所有者の承諾書が必要です。

伊江村にお住まいで

村民税等を滞納していない方

伊江村にお住まいで

村民税等を滞納していない方

30万円
最大

30万円30万円30万円
最大

裏面もご覧下さい。

伊江村


